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ｅ）防波堤堤頭部には、航路標識（燈台や灯標等）が設置されるが、航路標識の管理者と事前

調整を十分行ったうえで、航路標識及び防波堤の機能等が損なわれないように、堤頭部の

構造を検討する必要がある。 
 
② 防波堤の隅角部 

防波堤の隅角部の性能照査にあたっては、波の集中等による波高の増大を考慮することを原則

とする。 
 

a） 隅角部の波高増大を考慮する条件 

防波堤の隅角部周辺では、傾斜堤や消波工付防波堤の場合を除き、波の集中等により波高が

増大するため、このことに十分留意して照査することが望ましい。波高の増大を考慮する条件

は、次の 1)、2)の両方を満足する場合とする（図 5-2-7 参照）。  
１）隅角部の角度が 165°より小さいこと  
２）ハネ堤の長さが隅角部地点の波長の 1/2 より長い凹状の隅角部であること 

 
b） 隅角部の照査 

隅角部が砕波の影響を受ける領域にあるかどうかによって、次のように検討を行うことがで

きる。ここで、砕波の影響を受ける領域は「第２編 3.5.3(1) 波高変化の算定」において 2％減

衰線より岸側の領域とする。 
 

１）隅角部が砕波の影響を受けない領域の場合 
砕波の影響を受けない領域における防波堤の隅角部付近の波高分布には、隅角部の角度、

波の入射角、ハネ堤等の長さによって防波堤沿いに 1～2 波長（1 L～2 L）の長さにわたり隅

角部の影響があることが、理論的にも実験的にも確かめられている 1)。 
この影響範囲全てに何らかの対策を講じるには莫大な建設コストを要することから、特に

影響の著しい法線変化点の両側それぞれ L / 2 の範囲について消波工を設置することを標準

とする。 
ただし、沖防波堤等で背後への越波をある程度許容できる場合については、経済性、施工

性の観点から消波工は設置しなくてもよい。この場合、天端高の決定においては、標準部と

同一の波高を用い、堤体の性能照査においてのみ、標準部の 1.3 倍の設計波高を用いること

を標準とする。 
 

２）隅角部が砕波の影響を受ける領域の場合 
隅角部が砕波の影響を受ける領域にある場合には、法線変化点の両側 L / 2 の範囲に消波工

を設置する必要がある。なお、堤体の性能照査においては、設計波高の割り増しを行わず、

波圧公式については「第２編 4.2.1 直立壁に作用する波力」（消波工なし）を参照する。ま

た、消波工の質量算定に用いる波高についても波高の割り増しをしない。 
 

 

 

ｅ）防波堤堤頭部には、航路標識（燈台や灯標等）が設置されるが、航路標識の管理者と事前

調整を十分行ったうえで、航路標識及び防波堤の機能等が損なわれないように、堤頭部の

構造を検討する必要がある。 
 
② 防波堤の隅角部 

防波堤の隅角部の性能照査にあたっては、波の集中等による波高の増大を考慮することを原則

とする。 
 
a） 隅角部の波高増大を考慮する条件 

防波堤の隅角部周辺では、傾斜堤や消波工付防波堤の場合を除き、波の集中等により波高が

増大するため、このことに十分留意して照査することが望ましい。波高の増大を考慮する条件

は、次の 1)、2)の両方を満足する場合とする（図 5-2-7参照）。  
１）隅角部の角度が 165°より小さいこと  
２）ハネ堤の長さが隅角部地点の波長の 1/2より長い凹状の隅角部であること 

 
b） 隅角部の照査 

隅角部が砕波の影響を受ける領域にあるかどうかによって、次のように検討を行うことがで

きる。ここで、砕波の影響を受ける領域は「第２編 3.5.3(1) 波高変化の算定」において 2％減
衰線より左側の領域とする。 

 
１）隅角部が砕波の影響を受けない領域の場合 

砕波の影響を受けない領域における防波堤の隅角部付近の波高分布には、隅角部の角度、

波の入射角、ハネ堤等の長さによって防波堤沿いに 1～2波長（1 L～2 L）の長さにわたり隅
角部の影響があることが、理論的にも実験的にも確かめられている 1)。 
この影響範囲全てに何らかの対策を講じるには莫大な建設コストを要することから、特に

影響の著しい法線変化点の両側それぞれ L / 2の範囲について消波工を設置することを標準
とする。 
ただし、沖防波堤等で背後への越波をある程度許容できる場合については、経済性、施工

性の観点から消波工は設置しなくてもよい。この場合、天端高の決定においては、標準部と

同一の波高を用い、堤体の性能照査においてのみ、標準部の 1.3倍の設計波高を用いること
を標準とする。 

 
２）隅角部が砕波の影響を受ける領域の場合 

隅角部が砕波の影響を受ける領域にある場合には、法線変化点の両側 L / 2の範囲に消波工
を設置する必要がある。なお、堤体の性能照査においては、設計波高の割り増しを行わず、

波圧公式については「第２編 4.2.1 直立壁に作用する波力」（消波工なし）を参照する。ま
た、消波工の質量算定に用いる波高についても波高の割り増しをしない。 
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図5-2-16 傾斜堤及び潜堤の模式断面 

 
（2） 性能照査 

傾斜堤の性能照査においては、捨石、消波ブロック、被覆材の波力に対する安定質量、基礎の支

持力等について検討することを原則とする。 
 

① 利用性に関する性能照査 

a） 天端高 

傾斜堤の天端高については、「本編 2.2.5 直立堤」に準じることを原則とするが、潜堤形式

の天端高については、所要の波浪低減効果等が得られる高さとすることを標準とする。 
 

b） 天端幅 

波力等の作用に対し堤体が安定する幅とする必要があるが、背後の航路、泊地の保全あるい

は利用漁船、蓄養施設等の保全などについても考慮し、適切な天端幅とする必要がある。 
傾斜堤の場合、越波が著しい箇所では天端部分が弱点となりやすい。捨石式の場合には作用

する波力等の作用により、すべり等が生じない天端幅とする必要がある。また捨てブロック式

の場合には各種実験結果により、ブロック 3個並び以上を標準としている。 
なお、傾斜堤の伝達波高の算定にあたっては、「第 2編 3.7.3 伝達波高」を参照する。 

 
② 安全性に関する性能照査 

a） 捨石及び捨てブロックの波力に対する安定質量 

「第 2編 4.4 波力に対するブロック等の安定質量」により捨石、消波ブロック、被覆材の安

定質量を算定する必要がある。KD値やNS値については、当該設計条件に適合する不規則波によ

る水理模型実験に基づく適切な値を使用する必要があり、適切な係数がない場合は水理模型実
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験を行い決定することが望ましい。 
 

b） 基礎の支持力 

「第 4 編第 2 章 平面基礎の支持力」「第 4 章 基礎地盤の沈下」及び「第 5 章 斜面の安

定」により検討することを原則とする。 
 

（3） 構造細目 

法面先の基礎部分が洗掘される恐れがある場合には、適切な洗掘防止工を行う必要がある。また、

堤体の内部の捨石やブロックは、波力によって吸い出しを受けないように、質量並びに被覆層の厚

さ等を定めることを原則とする。 
 

① 天端コンクリートには、傾斜堤の構造特性により、大きな揚圧力が作用する場合があるこ

とから、揚圧力軽減のために潮抜孔を設ける必要がある。 
② 法面勾配は、性能照査により算定することを原則とする。 
③ 底質が砂質土などの侵食を受けやすい地盤で、波浪の激しい箇所や流れの影響が大きい箇

所では、法先が洗掘を受け堤体の沈下が生じやすい。このような箇所においては、法先に

捨てブロックや洗掘防止マット等を設置する必要がある。洗掘防止用アスファルトマット

を用いる場合、その必要厚さや張り出し長等については、民間企業等の最新の知見 3)を参

考にしてもよい。 
④ 堤体の内部は直接波浪の影響を受けないことから、経済性を考慮して、安定質量より小さ

い質量のものを使用してもよい。ただし、被覆層については、被覆ブロック等の特性を考

慮し、中詰材が吸い出しを受けないような対策が必要である（「第 2 編 4.4 波力によるブ

ロック等の安定質量」を参照のこと）。 
 

そのほか、次の事項を参考にすることができる。 
 

① 法面の勾配は性能照査により決定するが、捨石式での実施例では、港外側 1：2程度、港内

側 1：1.5程度、捨てブロック式の場合は 1：1.3～1.5程度で実施している例が多い。 
なお、捨石式でも表層を捨てブロックで被覆する場合は捨てブロック式の勾配で実施して

いる。 
② 捨てブロック式の下部に捨石を敷く場合には、図 5-2-17 のとおり余裕幅を設ける必要があ

る。幅の値については、基礎地盤の沈下あるいは洗掘状況等に応じて決定することが望ま

しいが一般には 1～2 m程度としている場合が多い。 

 
図5-2-17 捨てブロック式下部捨石の余裕幅 
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③ 大質量のコンクリートブロックを使用する場合においては、ブロックの製作時、転置時、

据え付け時等において作用する荷重（自重を含む）に対して安定性（ひび割れを含む）を

検討することが望ましい。 
④ 消波ブロックに用いる高比重ブロックについては、次の条件を満たすことを確認すること

が望ましい。 
ａ）所要の強度や耐久性を有していること。 
ｂ）材料の品質確保が容易であること。 
ｃ）施工性、製作・設置時等の作用や設置後の波力に対して安定であること。 
ｄ）施工時や施工後、周辺の水質環境や水産動植物に悪影響を及ぼさないこと。 

 
2.2.7 混成堤 

混成堤における構造形式は、自然条件、材料条件、施工条件、地盤特性、経済性等を考慮し、適切

なものを選定することを原則とする。 
天端高の算定にあたっては、背後の水域の利用等、求められる機能等を考慮して決定することを原

則とする。 
 
混成堤は、捨石部の上に直立壁を設けたもので、波高に比べ捨石の天端高が浅い場合には傾斜堤の

機能に近く、深い場合には直立堤の機能に近くなる。特徴としては、直立堤に比べて荷重分散ができ

ることから比較的軟弱な地盤にも適用できること、捨石部の厚さの調整により水深に応じて経済的な

断面にできる等の長所がある。一方で堤体直立壁で反射した波によって捨石部が洗掘されやすいとい

う短所がある。 
また混成堤における背後への伝達波高は「第 2編 3.7.3 伝達波高」を参照する。 

 
（1） 性能照査 

混成堤の性能照査においては、堤体の滑り出し、堤体の転倒、基礎地盤の支持力、円形すべり、

直線すべり及び沈下量等について検討することを原則とする。 
 

混成堤の性能照査については、それぞれ「本編 2.2.5 直立堤」「2.2.6 傾斜堤」に準じて行うこ

とを標準とする。 
 
（2） 構造細目 

上部工の断面形状や打継ぎ面は、利用形態、施工条件、安定性、経済性等を考慮して決定するこ

とを原則とする。また、消波工付きの場合の消波工の形状は、十分な天端高及び天端幅を有し、基

礎マウンドについては、衝撃砕波力や洗掘等が生じないよう、適切に定めることを原則とする。 
 

① 上部工及び消波工付きの消波工の形状、及び各形式別の構造細目については、「本編 2.2.5
直立堤」に準じることを原則とする。 

② 基礎マウンドの肩幅 
混成堤におけるマウンド肩幅については、円形すべり等に対して安全性が確保できる幅以上

の十分な長さとすることを原則とする。また、マウンドの被覆の必要性がある場合には被覆ブ
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ロックの個数、幅等を考慮に入れる必要がある。 
ただし、港外側において捨石マウンドの肩幅を極端に広くとると、マウンド高、波形勾配等

によっては、衝撃砕波圧の発生原因となるので十分な注意が必要である。 
③ 被覆材の所要質量の算定 
被覆材の所要質量算定にあたっては、適切な算定式を用いて求めるとともに、中詰材が吸い

出しを受けないような対策が必要である。 
 

そのほか、次の点について留意する必要がある。 
 
① 基礎マウンドの肩幅は、一般に設計波高に応じて表 5-2-5 のように行っているケースが多

い。 
 

表5-2-5 基礎マウンドの一般的な天端幅 

設計波高 Ｈ 
基礎マウンド肩幅 

港 外 側 港 内 側 

Ｈ＜3.5ｍ ３ｍ以上 ２ｍ以上 

Ｈ≧3.5ｍ ５ｍ以上 ３ｍ以上 

 
なお、偏心傾斜荷重の性能照査でビショップ法を用いる場合には、ビショップ法で計算さ

れた所要の肩幅を満足することを標準とする。 
② 被覆材の所要質量の算定にあたっては、「第 2 編 4.4 波力によるブロック等の安定質量」

を参考とする。 
地形条件等により算定式に拠りがたい場合には、必要に応じ水理模型実験を行うことが望

ましい。 
③ 基礎マウンドの厚さは、直立部の荷重を地盤に広く分布させること、及び波による地盤の

洗掘を防止するため、一般には 1 m 以上としている。ただし、基礎地盤が岩盤で、岩盤を

床掘して捨石を敷きならす場合において、洗掘の恐れが少ないと判断できる箇所について

は、基礎マウンドの厚さを 50 cm 以上としてもよい。ただし、この場合、使用する石材の

寸法を考慮して厚さを決定する必要がある。 
④ 直立部付近が洗掘される危険のある場合には、根固方塊で基礎マウンドを保護することが

望ましい。 
⑤ 津波に対し粘り強い防波堤への補強工法の検討に当たっては、民間企業等の最新の知見 4)

を参考にしてもよい。 
 
2.2.8 特殊構造重力式防波堤 

（1） 直立消波ブロック式防波堤 

直立消波ブロック式防波堤の設計にあたっては、自然条件、施工条件、機能性、ブロック特性等

を考慮することを原則とする。 
直立消波ブロック式防波堤において使用するブロックは、自然条件、施工条件、機能性、消波特
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性等を考慮し、適切なものを選定することを原則とする。 
直立消波ブロック式防波堤は、図 5-2-18 に示すように消波機能を有した特殊なブロックを直積み

するものである。形状としては、直立堤及び混成堤のタイプがある。 
直立消波ブロック式の特徴としては、次のような事項が挙げられる。 

ａ）直立堤に比べて反射波高、伝達波高、波力を軽減できるが、一般の消波工付き重力式防波

堤よりは、大きくなる。 
ｂ）航路や泊地が狭隘な漁港内で消波機能が必要な内港防波堤などに適用されている場合が多

い。また、前面の漁場などへの反射波を防止したい場合や軟弱地盤で消波工を設置すると

建設費が大幅に上昇する場合において、波高が比較的小さい箇所で用いられていることが

多い。 
ｃ）特殊な大型のブロックを除き、一般には波高の小さいところで適用されているケースが多

い。また、直立消波ブロック式防波堤における消波・反射構造は、各ブロックによって異

なっており、設置箇所の波高や周期を十分検討する必要がある。特に周期によって、消波

機能等は大きく異なるので、適切な水理模型実験を行うことが望ましい。 
 

直立消波ブロック式防波堤の設計に際しては、「本編 2.1.4 防波堤の性能照査に用いる主な作用」

「2.2.5 直立堤」「2.2.7 混成堤」に準じることを原則とする。また、作用する波力の算定にあたっ

ては、「第 2編 4.2.5 直立消波ブロック堤に作用する波力」を用いることを基本とする。 
 

 
図5-2-18 直立消波ブロック堤 

 
このほか、次の点について留意する必要がある。 
ａ）越波量 
直立消波ブロック式防波堤背後への越波量については、直立堤と比較し越波量の低減効果が

あるといわれている。越波量は、各種ブロックの形状によって異なることから、適切な水理模

型実験や算定式等により決定することが望ましい。なお、波浪条件、海底地形の形状、波浪に

対する防波堤の角度及び防波堤ブロックの形状などによって一概にはいえないが、越波量は、

直立壁と消波工付き直立堤の間となると推定される。 
 
ｂ）直立消波ブロック式の堤体工天端高 
直立消波ブロック式の堤体工天端高は、図 5-2-19 に示すように、H.W.L.＋0.5 H より高く、

下端高はL.W.L.－2.0 H程度以深まで確保することが望ましい。ただし、各直立消波ブロックの
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実験データが信頼のおけるものである場合には、それぞれのデータによることができる。なお、

直立消波ブロック式の堤体工天端高を決定する際には、上部コンクリートが構造上必要な厚さ

を確保できるよう留意する。また、性能照査で用いる波と消波機能を検討する際に用いる波は

異なる場合が多いことに留意する。 
 

 
図5-2-19 直立消波ブロックの天端高 

 
ｃ）上部工 
上部工には局所的に大きな揚圧力が作用することがあるので、必要に応じて上部工下面に作

用する揚圧力を水理模型実験によって求めてもよい。 
 
（2） 直立消波ケーソン（スリットケーソン）式防波堤 

直立消波ケーソン式防波堤の設計にあたっては、自然条件、施工条件、機能性、ケーソンの特性

等を考慮することを原則とする。 
また、直立消波ケーソンは、自然条件、施工条件、機能性、消波特性等を考慮し、適切なものを

選定することを原則とする。 
 

直立消波ケーソン式防波堤は、構造形式上の分類からいえばケーソン式に属するが、その構造は

透過部材と遊水部を組み合わせた直立消波部をケーソンの前面に有し、背面のケーソンと一体構造

としたものである。形状としては、直立堤及び混成堤のタイプがある。 
直立消波ケーソン式防波堤の特徴としては次の事項が挙げられる。 

ａ）直立堤に比べて反射波高、伝達波高、波力を軽減できるが、一般の消波工付き防波堤より

は、大きくなる。 
ｂ）ケーソン式であるため、比較的波力の大きい箇所や水深の深い箇所に設置されることが多

い。 
ｃ）前面の漁場などへの反射波を防止したい場合で、かつ軟弱地盤で消波工を設置すると建設

費が大幅に上昇する場合などの箇所で用いられていることが多い。 
ｄ）構造の特殊性により製作場所及び曳航の方法等に制限されるため、設計にあたっては、施

工計画を十分検討する必要がある。 
 
また、直立消波ケーソン式防波堤における消波・反射構造は、スリット及び遊水室の形状によっ

て異なっており、設置箇所の波高や周期を十分検討する必要がある。 
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直立消波ケーソン式防波堤の代表的なものには、図 5-2-20に示す縦スリット型がある。 
なお、直立消波ケーソン式防波堤の設計に際しては、「本編 2.1.4 防波堤の性能照査に用いる主

な作用」「2.2.5 直立堤」「2.2.7 混成堤」に準じることを原則とする。また、作用する波力の算定

にあたっては、「第 2 編 4.2.6 直立消波ケーソン（スリットケーソン）に作用する波力」を用いる

ことを基本とする。 
 

 
図5-2-20 直立消波ケーソン式防波堤 

 
（3） 合成版式ケーソン（ハイブリッドケーソン）式防波堤 

合成版式ケーソン防波堤の設計にあたっては、自然条件、施工条件、機能性、ケーソンの特性等

を考慮することを原則とする。 
また、合成版式ケーソンのねじれ、水平ずれ力、張り出し部については、十分留意することを原

則とする。 
 
図 5-2-21 に示す合成版式ケーソン（ハイブリッドケーソン）防波堤は、鋼版と鉄筋コンクリート

をずれ止め用のスタッドで一体化した合成版による外壁及び底版と鋼板の隔壁で構成されている

ケーソンである。広く用いられている鉄筋コンクリートケーソンに比べて一般に次のような特徴が

ある。 
ａ）同一版厚であれば大きな部材強度が得られる。 
ｂ）版厚を薄くでき、軽量化による長大化、また浮遊時の喫水の減少が図れる。 
ｃ）鉄筋コンクリートケーソン式防波堤（以下RCケーソン式防波堤という。）の場合には、フー

チングの張り出しは通常 1.5 m 程度までであるが、合成版式ケーソン防波堤の場合のフー

チングの張り出しは、これ以上に大きくでき、張り出し長による底面反力の調整により軟

弱地盤への適合性が高い。これまでの施工実績によれば、張り出し長を 5 m 程度にした例

がある。 
 

また合成版式ケーソン防波堤の設計については、通常の RC ケーソン式防波堤と同じ設計手順に

て行うことを原則とするが、次の点に留意して設計する必要がある。 
 

ａ）在来の RC ケーソン式防波堤に比べて、以下のように異なった形状あるいは寸法を設計す

る場合には、特にねじれに注意して設計する必要がある。RCケーソン式においては、一般

に B（幅）／L（長さ）が 0.5～2.0 の範囲内にある。この範囲に収まらない形状とする場合
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にはねじれの影響について検討することが望ましい。 
 
ｂ）外壁、底版における合成版の版厚は応力計算により定める必要があるが、一般には外壁

30 cm、底版 40 cm程度のものが施工実績として多い。 
 
ｃ）フーチングの張り出しが大きくなった場合の揚圧力の算定は、通常の RC ケーソン式と同じ

考え方で行ってもよい。 
 
ｄ）ずれ止め用には、頭付きスタッド（JISB1198に規定）を使用している例が多い。 

スタッドの本数は、（水平ずれ応力）／（スタッドの許容ずれ力）により求める必要がある。

スタッドの許容ずれ力は表 5-2-6に示す値を安全率 3で除した値を用いてもよい。 
スタッドの径 d と鋼板厚 t との関係は、施工性を考慮し、d≦3t としている。また、スタッ

ドの最大間隔は、合成版厚ないし、60 cm を超えないものとして設計している例が多く、

最小間隔としては、施工性により 8 cm以上としている。 
ずれ止めとしては、突起鋼板を使用するケースもあるが、許容付着力については、実験に

より定めることが望ましい。 
 

表5-2-6 スタッドの耐力（N／本） 

コンクリートの設計基準強度 

（σCK）（Ｎ/㎠) 

スタッドのサイズ（mm） 

180 240 300 400 

13φ×65以上  4.4  4.7  5.0  5.6 

16φ×75以上  6.7  7.3  7.8  8.8 

19φ×75以上  8.0  8.6  9.2 10.2 

19φ×100以上  9.2  9.9 10.5 11.6 

22φ×100以上 11.4 12.4 13.3 14.9 

25φ×100以上 14.3 15.3 16.3 18.0 

 
ｅ）水平ずれ力については式 5-2-12により、算定することができる。 

𝜏𝜏 = 𝑄𝑄
𝑏𝑏 = 𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑏𝑏𝑏𝑏  (N/cm�) 

ここに、 
τ：水平ずれ応力度（N/cm2） 
S：せん断力（N） 
Q：水平ずれ力（N/cm） 
G：着目断面より外側にある総断面積の中立軸回りの断面 1次モーメント（cm3） 
（コンクリート換算） 

b：着目幅（cm） 
I：総断面積の中立軸回りの断面 2次モーメント（cm4）（コンクリート換算） 

 

 ············································ （式 5-2-12） 
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なお、正の曲げモーメント（鋼板に引っ張り力が作用）位置では、水平ずれ力算定にあたっ

て式 5-2-13を用いてもよい。 

𝜏𝜏 = 𝑄𝑄
𝑏𝑏 =

𝑆𝑆
𝑗𝑗𝑏𝑏� 

 
負の曲げモーメント（鋼板に圧縮力が作用）位置では、鋼板の圧縮に対する安全性を検討す

る必要がある。 
 
ｆ）合成版式ケーソン防波堤の設計に際しては、「本編 2.1.4 防波堤の性能照査に用いる主な

作用」「2.2.5 直立堤」「2.2.7 混成堤」に準じることを原則とする。また、作用する波力

の算定にあたっては、「第 2編第 4章 波力」を用いることを基本とする。 
 
ｇ）鋼板隔壁には、一般に補剛材を設けている。鋼板隔壁の設計に際しては、「道路橋示方書・

同解説Ⅱ鋼橋編」5)などを参考として設計してもよい。 
 
ｈ）溶接部の設計に際しては、「道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋編」5)に準じることを基本とする。 
 
ｉ）その他設計細目については、「本編 2.2.5(3)④ ケーソン式」に準じることを基本とする。 
 
ｊ）合成版ケーソンは、波圧が作用する面は直立のものが多かったが、近年において前面にス

リットを設けたものが出てきている。よって合成版ケーソンの形状により、適切な算定式

を用いる必要がある。 
 

 
図5-2-21 合成版ケーソン（ハイブリッドケーソン）式防波堤 

 
なお、さらに細部の設計については、既往の調査研究成果 6)等を参照することができる。 

 
（4） 遊水部付き消波工を有する防波堤 

遊水部付き消波工を有する防波堤の設計にあたっては、自然条件、施工条件、機能性、遊水部の

 ···················································· （式 5-2-13） 
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長さ、消波工の形状等を考慮することを原則とする。 
消波工の天端の高さ及び遊水部の長さについては、衝撃砕波力が発生しないよう十分留意するこ

とを原則とする。 
 

遊水部付き消波工を有する防波堤は、直立壁前面から直立壁設置水深における波長の 1 割程度の

距離において消波工を設置したもので、越波を抑制するのに効果がある。また施工するうえでは通

常消波工を先行して実施するため、波浪条件の厳しい箇所にも適している。 
消波工の天端が低い場合には、条件によって衝撃砕波力が発生するため、直立壁に作用する波圧

が大きくなることがある。また、遊水部の長さは、0.1L（L：波長）程度までは長くなるに従い防

波堤に作用する波圧が減少する傾向が見られるが、それ以上長くしても波圧の減少は少ないので

0.1L程度が適切である。 
消波工の天端高については、「第 2編第 4章 波力」に拠ることを原則とするが、必要に応じて水

理模型実験を行うことが望ましい。 
また、消波工のブロック質量算定にあたっては、消波工の法先水深における進行波としての有義

波高を別途算定して用いることを原則とする。 
遊水部付き消波工を有する防波堤の設計に際しては、「本編 2.1.4 防波堤の性能照査に用いる主

な作用」「2.2.5 直立堤」「2.2.6 傾斜堤」「2.2.7 混成堤」に準じることを原則とするが、必要に

応じて水理模型実験を行うことが望ましい。 
直立壁天端の高さについては、「本編 2.1.5(1) 利用性に関する性能照査」に準じることを原則と

するが、必要に応じて水理模型実験を行う必要がある。 
直立壁に作用する波力の算定にあたっては、「第 2 編 4.2.3 遊水部付き消波工を有する直立壁に

作用する波力」を用いることを基本とする。 
このタイプの防波堤を採用するケースとしては、自然条件、施工条件等により種々あるが、代表

的なケースとして次の 2点が挙げられる。 
ａ）既設防波堤の天端高を嵩上げせずに越波を抑えたい場合 
ｂ）防波堤直下の地盤が軟弱であり、防波堤堤体直前面に消波工を設置すると建設コストがか

なり大きくなる場合 
 
（5） 潜堤を有する防波堤 

潜堤を有する防波堤の設計にあたっては、自然条件、施工条件、機能性、遊水部の長さ、潜堤の

形状等を考慮することを原則とする。 
また、潜堤の天端の高さ及び遊水部の長さについては、衝撃砕波力が発生しないよう十分留意す

ることを原則とする。 
 
潜堤を有する防波堤は、直立壁前面に潜堤を設置したもので、越波を抑制するのに効果がある。

また適切な条件であれば「本編 2.2.8(4) 遊水部付き消波工を有する防波堤」と同様に、波浪条件の

厳しい箇所にも適用できる。 
潜堤の天端高と設置水深の関係及び潜堤と直立堤の設置位置の関係が「第 2 編 4.2.4 潜堤を有す

る直立壁に作用する波力」に示す範囲にない場合には、条件によって衝撃砕波が発生するため、こ

の範囲内とする必要がある。 
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また、潜堤の天端高、天端幅及び安定質量の算定については、「本編 2.2.6 傾斜堤」に準じるこ

とを原則とする。 
潜堤のブロックや被覆材の質量算定にあたっては、潜堤の法先水深における進行波としての有義

波高を別途算出して用いることが望ましい。 
遊水部付き潜堤を有する防波堤の設計に際しては、「本編 2.1.4 防波堤の性能照査に用いる主な

作用」「2.2.5 直立堤」「2.2.6 傾斜堤」「2.2.7 混成堤」に準じることを原則とするが、必要に応

じて水理模型実験を行うことが望ましい。 
直立壁に作用する波力の算定にあたっては、「第2編4.2.4 潜堤を有する直立壁に作用する波力」

を用いることを基本とする。 
 
2.2.9 付属設備 

防波堤の付属設備は、安全上あるいは利用上等の観点から必要な施設を設置することを原則とする。 
 
灯台、標識灯等の施設は利用漁船の安全な航行上必要不可欠なものである。これらの施設の配置、

構造等については、海上保安部と十分協議し、防波堤の安全性と併せて検討のうえ設置する必要があ

る。 
係船柱、係船環、防衝施設、はしご、防護柵、車止め、照明設備等の施設は、防波堤を係留施設兼

用として使用する場合に設置される。その配置や規格等については、「第 6編 10.1 付属設備」を参考

とする。 
 
2.3 矢板・杭式防波堤 

2.3.1 矢板・杭式防波堤の性能規定 

矢板・杭式防波堤の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 
1.自重、波等の作用に対して、矢板又は杭が構造の安定に必要な根入れ長を有し、かつ、矢板又は杭に

生じる応力が許容値以下となるよう所要の諸元を有すること。また、杭に作用する軸方向力が地盤の

許容支持力以下となること。 
2.レベル 1 地震動による影響が想定される矢板・杭式防波堤にあっては、自重、レベル 1 地震動等の作

用に対して、矢板又は杭が構造の安定に必要な根入れ長を有し、かつ、矢板又は杭に生じる応力が許

容値以下となること。また、杭に作用する軸方向力が地盤の許容支持力以下となること。 
 
2.3.2 鋼管式防波堤 

鋼管式防波堤は、自然条件、施工条件、経済性などを考慮して、求められる機能が十分発揮できる

ように設計することを原則とする。 
 
（1） 性能照査の基本 

① 性能照査の手順 

鋼管式防波堤の設計の標準的な手順を図 5-2-22に示す。 
  

- 410 -



- 402 - 

 
図5-2-22 鋼管式防波堤の設計フロー 

 
② 構造形式の設定 

鋼管式防波堤は、鋼管杭又は鋼管矢板を法線方向に連続して打ち込み、杭頭を鉄筋コンクリー

トで緊結したもので、地盤が軟弱で、水深が深く、かつ、波高が比較的小さい箇所（2～3m 以下）

に用いられることが多い。 
鋼管式防波堤には、以下のような特徴が挙げられる。 
・ 施工が容易である。 
・ 上部工において利用上必要とする十分な幅を確保することが難しい。 
・ 波浪による水平力に対して変位が大きくなりやすい。 

鋼管式防波堤の事例を図 5-2-23に示す。 
 

- 411 -



- 412 -



- 413 -



 

 

H：波圧合力の大きさ（kN）  
EI：杭の曲げ剛性（kN・m2） 

 
波圧合力作用位置でのたわみ角を次式で求めてよい。  

 ………………………………………………………（式 5-2-16） 
ここに、  
θ1：波圧合力作用位置でのたわみ角  

 
杭頭変位を次式で求めてよい。  

= +   ……………………………………………………………（式 5-2-17） 
ここに、  

ytop：杭頭変位（m）  
l：波圧合力作用位置から杭頭までの長さ（m） 
杭頭変位図の例を図 5-2-25に示す。 

 

 
図 5-2-25 杭頭変位図の例 

 
捨石部は、地盤強度を増し、杭の支持力を増加させる効果がある。捨石層の設計は、以下の

方法により行ってもよい。 
捨石層の層厚は、1/ 以上を必要とする。なお、原地盤が軟弱でなく層厚が 1/ または、lm1/2
以上あれば一層厚として取り扱ってよい。ここで lm1は、曲げモーメント第一ゼロ点の深さを

表す。 
捨石の天端幅は、2L1以上とし、L1は次式により求めてよい。  

≧ cot  …………………………………………………………（式 5-2-18） 

ここに、  
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2.5 浮防波堤 

2.5.1 浮防波堤の性能規定 

浮防波堤の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 
1.自重、浮力、波、載荷重等の作用に対して、浮体が転覆を生じず、安定であること。 
2.自重、風、波等の作用に対して、係留索に生じる応力及び係留アンカーに働く引張力が許容値以下と

なること。 
 
浮防波堤の設計にあたっては、消波効果、安定性等を考慮し、求められる機能が十分発揮できるも

のとすることを原則とする。 
 
（1） 性能照査の基本 

① 性能照査の手順 

浮防波堤の一般的な設計手順としては、まず、消波の対象となる波浪に対して、所定の静穏度

が得られるように、浮体の消波性能を検討しながら形状、寸法などを決定してよい。次に供用期

間中に起こり得る最大の波浪に対して、浮体や係留部の設計を行ってよい。設計の各段階におい

ては、必要に応じて水理模型実験を用いるのが望ましい。 
浮防波堤の設計フローを図 5-2-42に示す。 

 

 
図5-2-42 浮防波堤の設計フロー 

 
なお、浮防波堤の設計にあたっては、既往の調査、研究成果 14)等を参考とすることができる。 

 
② 構造形式の設定 

浮防波堤は、浮体、係留索、係留基礎などにより構成され、一般的な特徴は、次のとおりであ

る。 
・ 透過波があり、波長により消波効果が異なる。 
・ 海水交流効果が大きい。漂砂の移動を妨げない。 
・ 大水深・軟弱地盤の海域について経済性、施工性の面で有利である。 
・ 他の構造形式に比べ維持管理上の点検及び補修対策の実施頻度が高くなる。 
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・ 現地での施工が短期間で済み、移設も可能である。 
・ 比較的短周期の波に対して消波効果が高い。 
・ 海面からの高さが常に一定であるため、上部を係留施設や漁具干場に利用しやすい。 

 
本基準よる設計法は、これまでに実用化されている形式の浮防波堤について適用してよい。未

だ開発段階にある浮防波堤については、消波原理や、浮体の運動特性、構造特性、係留特性など

を十分に検討したうえで、適切な方法により設計するものとしてよい。 
これまでに漁港で設置された浮防波堤は、消波原理の面から以下のタイプに大別される。 

・ 反射方式 
バリヤ及び側壁からの反射作用による消波効果を主体に、浮体動揺の位相差・摩擦など

の複合的な作用により消波する。 
・ 砕波方式 

水面付近に設置した傾斜板・格子状浮体により波を強制的に砕波・消散させ消波する。 
・ 共鳴方式 

ポンツーン型の消波原理を改良・発展させたもので浮体遊水部の動きを利用し、浮体の

運動・浮体が作り出す発散波を制御し、入射波と干渉させて消波する。 
 

浮防波堤の消波効果は、波周期と浮体幅の関係に左右される。一般に周期が長くなるほど消波

効果は低くなり、浮体幅が大きくなるほど消波効果は高くなる傾向にある。したがって、消波対

象波の周期が比較的短い場合は浮体幅が小さくて済むため経済的であるが、周期が長くなると浮

体幅が大きくなるため、必ずしも経済的であるとはいえなくなる。 
 
（2） 性能照査に用いる主な作用 

浮防波堤の設計条件は、波浪、潮位、地盤条件、消波性能（透過率等）を考慮するのがよい。浮

防波堤の設計条件の項目を、表 5-2-10に示す。 
 

表5-2-10 浮防波堤の設計条件 

⑴ 機能に係る項目 ①消波の対象波（波高，周期，波向） 
②目標透過率 

⑵ 安全性に係る項目 ①設計波（波高，周期，波向） 
②潮位及び水深 
③流れ（流速，流向） 
④風（風速，風向） 
⑤地盤条件 

 
津波に対する性能照査を行う場合、水理模型実験等に基づいて波力を算定し、異常時としての安

全率、許容応力度により設計するのがよい。 
 

a） 消波対象波について 

消波対象波は、背後水域の静穏度を考慮して消波すべき波の波高、周期、波向を決定してよ

い。浮防波堤は周期、波向によって消波効果が異なるので、消波の対象となる波の条件を明ら
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かにする必要があるためである。 
 

b） 設計波について 

設計波は、供用期間中に起こり得る最大の波浪について波高、周期、波向を決定してよい。

これらの波の条件は、浮体の構造設計において考慮すべき波圧や波浪による縦曲げ、及び係留

部の設計において考慮すべき漂流力や浮体の動揺を算出する際に必要となる条件である。 
 
（3） 性能照査 

① 利用性に関する性能照査 

浮防波堤の消波性能は、波の不規則性を考慮し、適切な算定方法により検討するのがよい。ま

た、必要に応じて水理模型実験を行うものとしてよい。 
消波性能曲線は、水理模型実験を行って算出してよい。規則波を用いて実験を行った場合は、

スペクトルを用いて不規則波に対する消波性能曲線を算出するのがよい。 
浮防波堤の付帯設備は、安全上、利用上又は管理上の観点から必要な施設を設置するものとす

るのがよい。 
・ 緩衝材 

浮体を複数設置する場合や、他の構造物と隣接して設置する場合は、相互の衝突に対す

る予防的措置として、緩衝材を設置することを標準とする。また、漁船との衝突の恐れが

ある場合は、防舷材を設置するのが望ましい。 
・ 標識灯 

標識灯の設置数量及び取り付け位置については、浮防波堤の全延長に対して両端各 1 基

（合計 2 基）とすることが望ましい。ただし、最終的には所轄公官庁との協議を経て決定

するとよい。 
 

② 構造物の安全性に関する性能照査 

浮体の諸元の決定にあたっては、消波性能、浮体の安定性能、浮体の強度、浮体の移動量など

を考慮するものとするのがよい。 
 

a） 浮体長さ 

浮体 1 函当たりの長さがあまり長くなると、浮体幅とのバランスが悪くなり断面強度が不足

したり、斜め波を受けて浮体が回転したときに浮体端部の移動量が大きくなることがあるので、

計画延長が長い場合は適当な長さに分割するのがよい。これまでの実施例では 40～60m 程度が

多い。 
 

b） 浮体幅 

浮体幅を決定するにあたっては、要求される透過率から消波性能曲線を用いて必要幅を求め、

さらに浮体の安定性能や強度などを考慮して決定するのがよい。 
 

c） 浮体高さ 

浮体の喫水及び乾舷は、b)で決定した浮体幅と、消波性能の水理模型実験に用いた浮体モデ
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ルの相似則（幅／喫水比、幅／乾舷比）から決定してよい。 
 

d） 浮体間隔 

浮体を複数設置する場合や、他の構造物に隣接して設置する場合の間隔は、所定の静穏度を

確保するとともに、浮体間での衝突などが起こらないよう設定するのがよい。 
 

e） 浮体幅の決定について 

消波対象波が斜めから入射する場合は、入射角が小さくなるにしたがって透過率は小さくな

る傾向にある 15)。したがって、斜め入射波に対して浮体幅を決定する際は、式 5-2-31 により波

長を法線直角方向に換算してよい。 

LW
′＝LW sin θ  ··················································· （式 5-2-31） 

ここに 
LW

′：換算波長（m） 
LW：入射波長（m） 
θ：法線と入射波のなす角度 

 
f） 浮体乾舷について 

浮体の乾舷は、低すぎると漁船が航行する際に視認しづらく、高すぎると浮体の安定性能が

悪くなるので、消波性能に支障のない範囲で調整してよい。これまでの例では、消波対象波高

の 40％程度を目安にしているものが多い。 
 

 
図5-2-43 換算波長 

 

g） 浮体間隔について 

浮体間隔については模型実験により静穏度の確認を行うのが望ましいが、実験を行わない場

合は式 5-2-32を満足するのがよい。 

 

ここに、 
δ：浮体間隔（m）  
L：浮体間隔を含む浮防波堤の総延長（m）  

 ··· （式 5-2-32） 
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B：浮体幅（m） 
 

h） 係留部の設計 

浮体の係留は、定常漂流力と浮体の動揺を考慮して設計するものとし、係留索及び係留基礎

は、発生する張力に対して安全であることを標準とする。 
浮防波堤の係留索が切断すると、浮体が漂流して二次的な災害につながる場合があるので、

係留部の設計にあたっては十分な検討を行うのがよい。係留部の設計は、設置場所の条件に応

じて水理模型実験又は数値シミュレーションを行うのが望ましいが、一般には図 5-2-44 に示す

手順にしたがって設計するのがよい。 
 

 
図5-2-44 係留部の設計フロー 

 
i） 係留配置 

係留配置の設定にあたっては、係留索の本数、水平距離、法線との角度、係留基礎の設置位

置などを決定する。なお、浮体近傍では原則として係留索を交差させないものとするのがよい。

大きな張力が発生した状態で係留索どうしが激しく擦れ合うと、摩耗が著しいのでこのような

配置は避けた方がよい。平面配置上やむを得ず交差させる場合でも、係留索相互の鉛直距離を

常に保てるような配置を工夫するとよい。 
 

j） 定常漂流力 

定常漂流力として、次の外力が浮体に作用するものとするのがよい。 
① 流れによる漂流力 Pc 
「第 2編 6.3 水中の構造物に作用する流れの力」により算定してよい。 

② 波による漂流力 Pw 
水理実験に基づく実験式によるか、又は式 5-2-33により算定してよい。 

P� � w�
8 � H

√2�
�
�1 − K�   ��L� 

ここに、 

 ··································· （式 5-2-33） 
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w0：海水の単位体積重量（kN/m3） 
H：有義波高（m） 
KT：透過率 
LB：波に対する浮体の投影長さ（m） 

③ 風による漂流力 Pa 
「第 2編 7.3 風圧力」により算定してよい。 

④ 定常漂流力 P 

P = P + P + P   ·············································· （式 5-2-34） 

 
k） 浮体の動揺量 

浮体の動揺量は、規則波又は不規則波に対して、サージング（前後揺れ）、スウェイング（左

右揺れ）、ヒービング（上下揺れ）、ローリング（横揺れ）、ピッチング（縦揺れ）、ヨウイング

（船首揺れ）の 6 つの運動成分について、動揺解析又は水理模型実験を行って算定してよい。

ただし、係留索の張力及び浮体の移動量を算定する際に、ヒービング、ローリング、ピッチン

グの影響が小さい場合は、サージング、スウェイング、ヨウイングのみを考慮すればよい。動

揺解析の計算法には、ストリップ法、有限要素法、領域分割法、特異点分布法などがある。規

則波を用いる場合、設計波は最大波とし、式 5-2-35により算定してよい。 

H ＝1.86H /  
T ＝T /  

 

 
図5-2-45 浮体の運動成分 

 

l） 係留索諸元 

係留索諸元の仮定においては、係留索の重量、係留索の長さなどを決定する。 
 

m） カテナリー特性 

設定した係留索諸元についてカテナリー曲線を作成し、係留索の張力及び浮体の移動量を求

めてよい。この場合、最も危険となる潮位について検討を行うのがよい。カテナリー特性とは、

係留索固有の非線型バネ特性のことで、カテナリー曲線は、通常横軸を係留索の水平変位、縦

軸を係留索の張力とした場合の変位－張力曲線で表される。係留索に発生する最大張力は、以

 ··········································· （式 5-2-35） 
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下に示す状態における張力を重ね合わせて求めてよい。図 5-2-46 にチェーンカテナリー方式に

よる係留索の設計を示す。 
・ 浮体が所定位置に係留され、外力が作用していない状態での初期張力 
・ 定常漂流力が浮体に作用し、係留索の復原力と釣り合う位置まで移動したときに発生す

る張力 
・ 波の周期的な運動によって生起される浮体の動揺に伴って発生する変動張力 

 

 
図5-2-46 チェーンカテナリー方式による係留索の設計 

 
n） 係留索の検討 

係留索の張力は式 5-2-36を満足するものとする。 
P�
T��� ≧ F 

ここに、 
PB：係留索の切断試験荷重（kN） 
Tmax：係留索の最大張力（kN） 
F：安全率 

 
係留索にチェーンを使用する場合の安全率は、3.0 以上としてよい。チェーンの切断試験荷重

の値は、摩耗・腐食後の有効径に対して、式 5-2-37 により算定するが、JIS F3303 付表 1 を用

いてもよい。 
チェーンの摩耗・腐食しろは、実測に基づいて定めることが望ましいが、φ1.0mm／年とし

てよい。 

チェーンの種類 SI単位系（Ｎ） 

第1種チェーン 9.81d2×(44－0.08d) 

第2種チェーン 13.7d2×(44－0.08d) 

第3種チェーン 19.6d2×(44－0.08d) 

 
ここに、 

d：チェーンの呼び径（mm） 
 

 ····················································· （式 5-2-36） 

 ··············· （式 5-2-37） 
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o） 浮体の移動量の検討 

法線方向の移動量は、浮体相互又は隣接する重力式防波堤などの固定構造物に衝突しないよ

う、以下の条件を満足するものとするのがよい。 
・ 固定構造物に対して：δ1＋δ2＜δ 
・ 浮体相互に対して：2δ2＜δ 
ここに、 

δ1：定常漂流力による移動量（m） 
δ2：動揺量の片振幅（m） 
δ：浮体相互または固定構造物との間隔（m） 

 
浮体が単独の場合で隣接する構造物がない場合の法線方向の移動量、及び法線直角方向の移

動量は、浮体幅程度を目安として許容値を設定してよい。 
 

p） 係留基礎 

係留基礎には、重力式、把駐力式があるが、一般には重力式が用いられる。また、重力・把

駐力混用式が施工された例がある。 
重力式にはコンクリートブロックが用いられ、滑動に対する安定の検討は、式 5-2-38 による

ものとしてよい。 

 
ここに、  

μ：摩擦係数  
WW：係留基礎の水中重量（kN）  
TV：係留基礎部における係留索の最大張力の鉛直成分（kN）  
TH：係留基礎部における係留索の最大張力の水平成分（kN）  
F：滑動に対する安全率（＝1.2） 
 

コンクリートブロックを海底地盤中に埋込む場合は、水平抵抗力として底面摩擦力に加えて

土圧（主働土圧と受働土圧の差）も期待できるため、ブロックの大きさを小さくすることがで

きる。ただし、大水深の場所では床掘作業が難しくなることがある。また、流れによる洗掘に

も注意するとよい。 
重力式の係留基礎を設置する地盤は、十分な支持力を有していることを確認しておくのがよ

い。地盤が軟弱で十分な支持力が得られない場合には、捨石マウンドの設置、砂置換による地

盤改良などの検討を行うのがよい。 
 
  

 ··········································· （式 5-2-38） 
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図5-2-47 係留基礎 

 
把駐力式は、錨のように海底地盤に埋込むか、若しくは掛けて水平抵抗力を得る方式であり、

鉛直上向きの力に対する抵抗力はほとんど期待できない。したがって、把駐力式を用いる場合

は、係留索の設計において、基礎部では鉛直張力を発生させないようにするのが望ましい。把

駐力は以下の式により求めるとよい。係留基礎部における係留索の張力に対する把駐力の安全

率は 1.2としてよい。 

軟泥 T = 17W /   ··········································· （式 5-2-39） 

硬泥 T = 10W /   ··········································· （式 5-2-40） 

砂  T = 3W   ·············································· （式 5-2-41） 

平岩 T = 0.4W   ············································ （式 5-2-42） 

ここに、  
TA：把駐力（kN）  
WA：係留基礎の水中重量（kN） 

 
q） 浮体の設計 

浮体は、浮遊時において安定であるとともに、製作・曳航・据え付け及び完成時に作用する

外力に対して、安全な構造であるものとするのがよい。また、浮体のフロート部は十分な水密

性を有しているのがよい。 
浮体の設計は、図 5-2-48に示す手順で行うものとしてよい。 
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図5-2-48 浮体の設計フロー 

 
r） 浮体断面の設定 

浮体断面の設定において、使用材料、部材厚などを決定するにあたっては、以下の点に留意

するとよい。 
 

s） 鋼材の防食 

鋼製浮体の主要構造部の防食法は、「第 3 編 2.5 防食」によるものとしてよい。鋼製浮体の

主要構造部の防食は実測に基づいて仕様を定めるのが望ましいが、表 5-2-11 を参考としてよい。 
 

表5-2-11 鋼製浮体の防食仕様例 

防 食 部 位 防 食 仕 様 

外面（飛沫帯） 塗装3年＋腐食しろ27年（0.3mm／年） 

外面（水中） 
電気防食 30 年（ただし，電流効率を考慮して

0.02mm／年の腐食しろを見込む） 

内面 塗装または腐食しろ（0.05㎜／年） 

 
t） 鉄筋のかぶり16） 

コンクリート製浮体の鉄筋のかぶりは、式 5-2-43によるものとしてよい。 
C���＝𝛼𝛼C� ···················································· （式 5-2-43） 

ここに、 
Cmin：最小かぶり 
α：コンクリートの設計基準強度 f′ckに応じ次の値としてよい。 
18N/mm2＜f′ck＜34N/mm2の場合 α ＝1.0 
34N/mm2≦f′ckの場合 α ＝0.8 
C0：基本のかぶりで、表 5-2-12の値としてよい。 
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表5-2-12 C0の値 

部  位 C0（cm） 

外面（飛沫帯） 6.0 

外面（水中） 5.0 

内   面 3.0 

 
u） 生物付着 

浮体重量の算定にあたっては、海中生物の付着重量を考慮するとよい。生物付着量は、設置

海域での実測値を用いることが望ましいが、実測値がない場合は80N/m2を用いるものとしてよ

い。ただし、内海や内湾の場合は、浮体の形状や部位によって差があるものの、400N/m2 を超

える付着生物量が測定された例もあるので留意するとよい。 
 

v） 浮体の安定 

浮体の安定については、式 5-2-44により検討してよい。 

GM���� = Iw�
W − CG����＞0 

ここに、 
GM����：重心Gとメタセンター高さMとの距離（m） 
I：喫水面の長軸に対する断面二次モーメント（m4） 
W：生物付着を含む浮体の重量（kN） 
w0：海水の単位体積重量（kN/m3） 
CG����：浮心Cと重心Gとの距離（m）で、GがCの上方にある場合を正とする 

 
w） 設計荷重 

浮体に作用する荷重は表 5-2-13 に示すとおりである。全体構造における作用荷重は、浮体を

一本の梁と見なした場合に作用する荷重である。局部構造における作用荷重は、浮体を構成す

る各部材（版、骨組み、補強材など）に作用する荷重である。 
 

表5-2-13 浮体に作用する荷重 

構造系 作用荷重 

全体構造 

波浪による荷重 

製作・据え付け時に作用する荷重 

定常漂流力 

係留力と浮力による荷重 

局部構造 

自重 

静水圧 

波圧 

  

 ··········································· （式 5-2-44） 
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x） 全体強度 

全体強度については、表 5-2-13 に示した荷重によって浮体断面に発生する曲げモーメント、

せん断力、ねじりに対して、断面強度の検討を行うとよい。全体構造系における荷重状態の代

表例を図 5-2-49に示す。 
 

 

図5-2-49 全体構造系における荷重状態の代表例 

 
箱型浮体の場合、波浪による縦曲げ及びねじりは、ミューラーの式 17)を用いて算出してよい。

ただし、ミューラーの式は波浪の影響は設計波による浮体全長にわたる浮力の分布として考慮

されているが、浮体に作用する浮力及び浮体の動揺による慣性力や減衰力及び水深の影響は考

慮されていないので、浮体の動揺による影響が大きくなる長周期の波に対しては、取り扱いに

注意するとよい 18)。 
 

y） 局部強度 

浮体の局部強度を検討する場合に用いる波圧は、浮体の構造に応じて、水理模型実験または

式 5-2-45によるものとするのがよい。 
p = 1.5w H ··················································· （式 5-2-45） 

ここに、 
p：波圧（kN/m2） 
w0：海水の単位体積重量（kN/m3） 
H：有義波高（m） 
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z） 部材の安全性の評価 

部材の安全性は、許容応力度法により評価するものとしてよい。このとき、全体構造系及び

局部構造系の応力度が同時に発生する場合は、これを組み合わせて評価するものとしてよい。 
また、コンクリート製浮体に発生するひび割れは、鉄筋の腐食及びコンクリートの劣化の原

因となるだけでなく、水密性にも悪影響を及ぼす。有害なひび割れにより浮体内部が浸水する

と、浮力が不足して水没し、防波堤としての機能を発揮できなくなる恐れがある。したがって、

コンクリート製浮体については、ひび割れ幅の検討を行って、許容ひび割れ幅以下であること

を確認するのがよい。ひび割れ幅の検討及び許容ひび割れ幅は「コンクリート標準示方書（土

木学会）」16)によるものとしてよい。 
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